


lま じ めl＝二   

平成13年1月6日、厚生労働省の発足に伴い、新しく厚生労働省文書管理  

規程が制定された。これは、従来、厚生省文書管理規程並びに労働省文書取扱  

規程及び労働省文書保存規程として定められていた事項を厚生労働省の発足  

に伴って改めただけではなく、行政機関の保有する情報の公開に関する法律  

（平成11年法律第42号）及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律  

施行令（平成12年政令第41号）が平成13年4月1日から施行されること  
を踏まえ、同法第17条及び同令第16条の規定により定めることとされてい  

る行政文書の管理に関する定めに対応するためのもので 

このように、厚生労働省文書管理規程の位置付けが法令に基づく ものとなり  

これまで以上にその厳格な運用が求められることとなったことから、事務担当  

者の便宜に資することを目的として、この「厚生労働省文書管理規程の手引」  

を定めるものである。   

基本的には、文書管理規程及び本手引により、事務遂行上の必要事項は足り  

るものと考えているが、今後の実際の運用に従い、随時、文書管理規程及びこ  

の手引は改正されることが予想されるので、留意されたい。また、運用上のよ  

り細かな点に関して、疑問、意見等あれば、その都度、情報公開文書室の文書  

管理規程担当者にお問い合わせ願いたい。  

平成15年3月  
情報公開文書室   



◆ 厚生労働省文書管理規程（平成13年厚生労働省訓第22号。以下「本規  

程」という。）は、厚生労働省における文書の管理全般（文書の接受及び配布、  

決裁、施行、保存等）について定めることにより、事務処理の適正化及び能率  

化を図ることを目的とするものである。   

◆ また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第4  

2号。以下「情報公開法」という。）第17条及び行政機関の保有する情報の  

公開に関する法律施行令（平成12年政令第41号）第16条の規定により、  

行政機関の長は、行政文書の管理に関する定めを定めることとされており、そ  

れに対応するものでもある。  

【関係法令等】  

① 行政機関の保有する情報の公開に関する法律  

② 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令  

③ 行政文書の管理方策に関するガイドラインについて（平成12年2月  

25日各省庁事務連絡会議申合せ。以下「ガイドライン」という。）  

④ 厚生労働省文書管理規程（抄）（別紙1）  

⑤ 厚生労働省文書管理規程第2条第2項に規定する厚生労働省組織規則の  

規定により本省に置かれる室であって大臣官房総務課長が定めるものについ  

て（平成13年1月12日付け総発第8号大臣官房総務課長通知。以下「文書  

管理規程の規定に基づき室を定める通知」という。）（別紙2）  

《本規準の適用範園》 （第1条関係）  

◆ 情報公開法上、厚生労働省本省と外局である社会保険庁及び中央労働委員  

会は別の行政機関とされているため、本規程は、本省（内部部局に限る。「7．  

雑則関係」参照。）のみに適用がある。  

位》（第2条関係）  

◆ ガイドライン第6により、文書管理の単位は課等とすることとされている  

が、本規程においては、「課」の定義に、厚生労働省組織令（平成12年政令  

第252号）の規定により本省に置かれる課及び室に、文書管理規程の規定に  

基づき室を定める通知により定められた省令室を加えることとした。これによ  

り定められた室は、当該室が属する課とは独立して本規程の適用を受けること   



となる（単独で、収受文書台帳及び発議文書台帳への記載等を行い、当該室の  

長等の名で施行する公文書の発簡番号を管理する等の必要がある。）が、文書  

管理規程の規定に基づき室を定める通知により定められる室の基準は、原則と  

して以下のとおりである。   

① 厚生労働省組織規則（平成13年厚生労働省令第1号）の規定により本  

省に置かれる室であること。   

② 当該室の業務が本課の業務と比較して独立性が高いこと。   

③ 当該室が属する課とは独立した執務室（書庫を含む。）が一定のスペー  

ス以上確保されていること。   

④ 当該室が属する課とは独立した専属の職員が一定数以上配置されてい  

ること。  

※ 政策統括官の下に置かれる参事官及び政策評価官は、独任官であることか  

ら、それぞれ「課」及び「課長」と「みなす」こととしている。  

※ 牟文書の発簡については、厚生労働省文書決裁規程（平成13年厚生労働  

省訓第21号。以下「文書決裁規程」という。）の規定により定められており、  

省令室の長については、厚生労働省文書決裁規程第2条算2項に規定する厚生  

労働省組織規則の規定により本省に置かれる室であって別に大臣官房総務課  

長が定めるものについて（平成13年1月12日付け総発第6号大臣官房総務  

課長通知。以下「文書決裁規程の規程に基づき室を定める通知」という。）に  

より定められたものに限り、公文書の発簡ができることとなる。文書管理規程  

の規定に基づき室を定める通知と文書決裁規程の規定に基づき室を定める通  

知の範囲は、必ずしも一致するものではないが、室長等については、両方の通  

知で定められることにより、始めて、当該室長等の名で発簡番号を付して公文  

軍を発簡できることとなるため、その範囲は一致する場合が多い。（平成13  

年5月現在、両方の通知の範囲は完全に一致している。）  

※ 組織再編等に伴い、文書管理規程の規定に基づき室を定める通知を改正す  

る必要がある場合は、その都度、情報公開文書室の文書管理規程担当者に申し  

出ること。その場合は、文書決裁規程の規定に基づき室を定める通知について  

も改正の可否を検討し、改正の必要がある場合は、併せて官房総務課法令審査  

担当係の文書決裁塊程担当者にも忘れずに申し出ること。  

牒原本±写しの区別》 （第4条関係）  

◆ 文書について原本とその写しが存在する場合、原本が行政文書に該当する  

場合は、基本的にその写しも（個人文書として保存する場合を除き）行政文書  

に該当するこ ととなるが、ガイドライン第3により、写しについては、その原  

本の管理状況と異なる．管理（原本より短い保存期間基準の適用等）を行うこと  

は可能とされているところであり、本規程第3 9条にもその旨明記していると   



ころである。このことからも、通常は、写しについては、その原本とは異なる  

管理をすることが考えられるため、原本と写しの区別を明確にすることが必要  

である。実際の区別の方法については、「行政文書における作成係、保存期間  

等の明記について」（平成13年3月1日付け総情発第1号大臣官房総務課情  

報公開文書室長通知）（別紙3）を参考にすること。  

※ 行政文書である写しの保存期間については、原本と同期間か、又は原本よ  

りも短い期間であることが原則である。そのため、写しを行政文書として保存  

している場合は、当該写しの保存期間が満了した時点で、原本の保存状況を確  

認するものとする。写しの当初の保存期間が原本より短い場合は、必要に応じ  

て原本の残りの保存期間と同期間内に限り、当該写しの保存期間を延長するこ  

とが可能である。写しの保存期間が満了する時点が原本と同じである場合は、  

原本の保存期間が延長される場合に限り、当該写しについても原本の延長期間  

内の延長は可能である。当該原本が廃棄される′場合は、原則として当該写しに  

ついても廃棄することとする。原本を保存している係にあっては、当該原本を  

廃棄する場合に確実にその写しについても廃棄する必要がある場合は、当該写  

しを配布したところにその旨周知するものとする。  

問》（第5条から第8条まで関係）  
◆ 厚生労働省における文書管理体制は以下のとおりである。  

官房長（総括文書管理者）  大臣官房総務課長（副総括文書管理者）  

総括文書管理担当者  

主任任文書管理担当者  総括課長（主任文書管理者）  

十文書管理担当者‡  課長（文書管理者）  

※ 文書管理担当者等の一覧は、別紙4のとおりであり、原則、各課の庶務担  

当係長等である。  

卿書ファイル管理簿》 （第10条関係）  

◆ 行政文書ファイル管理簿の取扱要領については、「行政文書ファイル管理  

システム操作説明書」に定めるところによる。なお、組織再編等があった場合  

の行政文書等の取扱いについては、「組織再編に伴う行政文書の移管につい  

て」（別紙5）を参照すること。   



3．文書の棒受及び配布関係  

《草葦の接受》 （第11条及び第12条関係）  

◆ 文書の接受は、原則二 大臣官房総務課情報公開文書室公文班（以下「公文  

班」という・。）において行うこととしているが、その例外としては、法令協議、  

地方公共団体及び各種団体からの陳情書等、直接主管課に届けられるもゐを想  

定している。この場合においては、当該文書は直接差出人から担当者へ手渡さ  

れるものであるため、収受印の押印及び収受文書台帳への記載を要しないもの  

とする。ただし、情報公・開法に基づく以下の文書については、情報公開法に基  

づく文書という観点から一元的に管理する必要があるため（「情報公開事務処  

理の手引」を参照）、主管課に直接届けられた場合であっても、原則、いった  

ん大臣官房総務課情報公開文書室公開第1係に差し戻すものとする。   

① 行政文書開示請求書（「情報公開事務処理の手引」の標準様式第1号）   

② 開示請求に係る事案の移送について（同第6号）   

③ 行政文書の開示に関する意見書（同第10号）   

④ 行政文書の開示の実施方法等申出書（同第12号）   

⑤ 行政文書の更なる開示の申出書（同第14号）   

⑥ 開示請求手数料の減額（免除）に係る申請書（同第15号）   

⑦ 情報公開審査会への諮問に対する答申書 等   

◆ 特殊取扱郵便及び使送便については、それぞれの受付簿への記載及び受領  

者の押印等を受けるほかは、通常の文書と同様の取扱いとする。  

《キ書の配布旦 （第14条から第16条まで関係）  

◆ 文書の配布のフロー図については、別紙6のとおり。   

◆ 本規程においては、局及び部の筆頭課を総括課として位置付けているが、  

公文班からの文書の受領については、局に置かれる部は、これまで部単独で行  

づていなかったこと等を勘案し、今後も、それぞれの局の総括課において局及  

び部に係る文書を一括して受領し、その後、部に係る文書をまとめて局の総括  

課から部の総括課へ渡すことも可とする。   

◆ 接受した文書については、そのあて名により区分して管理することとして  

いる。すなわち、省及び大臣等（実行上、総括審議官（総括）を含む。）あて  

の文書については公文班、部局及び部局長あての文書については当該部局の総  

括課、課及び課長あての文書については当該課において収受印の押印及び収受  

文書台帳への必要事項の記載を行うこととなる。なお、本規程に基づき管理の  

対象となる文書は封書かつ公文書等であり、葉書又は私信等については、想定  

していない。   

◆ 地方公共団体等からの文書については、封書のあて名が課長等であるため、   



あて名に従い担当課において開封したところ、封書のなかの文書のあて名が大  

臣等の場合であることが考えられるが、この場合については、なかの文書のあ  

て名が大臣等であっても公文班に差し戻すことはせずに、封書のあて名に従い、  

当該課において収受印の押印及び収受文書台帳へ必要事項の記載を行うこと  

とする。その際、収受文書台帳の受信者の欄には大臣等の名を記載するものと  

する。   

◆ 情報公開法に基づく以下の文書については、情報公開法に基づく文書とい  

う観点から一元的に管理する必要があるため（「情報公開事務処理の手引」を  

参照）、本規程に基づく収受印の押印及び収受文書台帳への記載を要しないも  

のとする。   

① 行政文書開示請求書（「情報公開事務処理の手引」の標準様式第1号）   

② 開示請求に係る事案の移送について（同第6号）   

③ 行政文書の開示に関する意見書（同第10号）  

④ 行政文書の開示の実施方法等申出書（同第12号）   

⑤ 行政文書の更なる開示の申出書（同第14号）   

⑥ 開示請求手数料の減額（免除）に係る申請書（同第15号）   

⑦ 情報公開審査会への諮問に対する答申書 等   

◆ 収受文書台帳及び配布文書台帳の件名の欄には、収受文書及び配布文書の  
件名のほか、当該文書に番号、日付等が付されている場合には、当該番号、日  

付等も併せて記載することとする。ただし、件名が長い等の場合においては、  

当該件名の欄には、当該番号、日付等のみ記載することも可とする。   

◆ 課収受印の主管課の名称及び主管課の略字については、別紙7のとおり。  

聯、（第20条関係）  

◆ 主管部局又は主管課を間違えた文書については、大臣官房総務課又は総括  

課に回付した上で、押印した収受印及び記載した収受文書台帳等の必要な修正  

を行い、正しい主管部局又は主管課へ配布するものとする。   

◆ 情報公開法に基づく上記①～⑦の文書については、情報公開法に基づく文  

書という観点から一元的に管理する必要があるため（「情報公開事務処理の手  

引」を参照）、あて先が主管課等のため主管課等で開封した場合であっても、  

原則、いったん大臣官房総務課情報公開文書室公開第1係に差し戻すものとす  

る。   



4．荒書の決裁関係  

《決裁文書の起案》 （第21条関係）  

◆ 起案用紙への記載に当たっての留意事項は、以下のとおり。記載の具体例  

については、別紙8を参照。また、その他決裁関係の留意事項については、文  

書決裁規程の手引を参照。   

① 「起案」の欄には起案した年月日を、「決裁」の欄には決裁が終了した  

年月日を起案者が記載するものとする。   

② 「公印」の欄には、公印管理担当者（実際に公印の管理を担当している  

者等をいう。以下同じ。）が公印を押印した年月日を記載し、押印等を行うも  

のとする。   

③ 「施行上の注意」の欄には、例えば、閣議請議のためのものであれば「閣  

議講読」と、官報に掲載するものであれば「官報掲載」と記載するものとする。   

④ 副大臣又は大臣政務官の決裁を要するときは、副大臣及び大臣政務官は  

それぞれ2名．いるため、起案用紙の「副大臣」及び「大臣政務官」の前にそれ  

ぞれ名前を記載するものとする。   

⑤ 副大臣又は大臣政務官については、案件によって決裁を受けるべき人が  

異なってくるため、2名いる副大臣又は大臣政務官のうち、1名．のみ決裁を受  

けるときは、それぞれ左の欄に名前を記載して決裁を受けるものとする。2名  

とも決裁を受ける必要があるときは、副大臣については大臣の職務代行順序、  

大臣政務官については衆参の違い等により、副大臣又は大臣政務官の交替の都  

度、記載すべき、及び決裁を受けるべき順序が決まるので、注意すること。   

⑥ 各部局の決裁権者の欄は、上から、局長→審議官（部長）→起案課長→  

総括課長の順に設けるものとする。合議が必要な課長があれば、総括課長の下  

に建制順に当該課長の欄を設けるものとする。   

⑦ 大臣官房において決裁を要するときは、各部局の決裁権者の下に「（大  

臣官房）」と記載し、その下に「総括審議官」の欄を設け（官房長の決裁を要  

する事項については、文書決裁規程上、原則大臣官房総務課長の決裁を経る必  

要があり、また、実行上、すべて総括審議官（総括）の決裁を経る必要がある。  

官房長以上の決裁が必要かどうかは、専決区分によるほか、大臣官房総務課の  

法令審査担当係の判断で決まることとなる。）、さらにその下に必要な官房課  

長の欄を設けるものとする。複数の官房課長の決裁を受ける必要がある場合は、  

建制順にその欄を設けるものとする。この場合において、大臣官房人事課長、  

大臣官房総務課長又は大臣官房会計課長の決裁を受ける必要がある場合は、当  

該課長の欄の下に、それぞれ「参事官」の欄を設けるものとする。   

⑧ 官房長以上の決裁については、起案用紙上、専用の欄を設けてあるが、  

官房長以上の決裁を必要としない場合にあっては、当該専用の欄（総括審議官  

（総括）の欄を設けた場合は、当該欄を含む。）に斜線を引くものとする。た  

だし、大臣官房総務課長の決裁が必要な事項については、大臣官房総務課の法  

令審査担当において専決区分等を踏まえ、斜線を引くこととなるので、起案者   



において引くことのないように注意すること。   

⑨ すべての決裁権者を記載した下に「（起案理由）」を記載するものとす  

る。   

⑩ 起案用紙の表にすべての決裁権者及び起案理由が記載できない場合は、  

起案用紙の裏に引き続き記載するものとする。   

⑪ 「保存期間」の欄は、本規程別表第2の行政文書保存期間基準表（以下  

「保存期間基準表」という。）に照らして該当する保存期間を記載するものと  

する。「その他（  ）」の欄は、本規程第69条の規定に従い、本規程以外  

の他の法令により保存期間基準表に規定する保存期間以外の保存期間が定め  

られている場合を想定したものである。   

⑫ 「大臣官房総務課引継」の欄には、本規程第43条の規定により、当該  

決裁文書の保存期間が5年を超える場合で、当該決裁文書が完結した目が属す  

る年度の翌年度の初日から起算して5年後の年を記載するものとする。   

◆ 二以上の起案を一括して行う場合は、例えば、1件の大臣の許認可等に伴  

い、併せて部局長通知を発出する必要がある場合等である。  

《合議》 （第22条関係）  

◆ 別途決裁を行う場合の起案用紙には、それぞれ起案理由の下に「00局に  

おいて別途決裁中である。（なお、大臣官房決裁については、00局において  

行う。）」等記載するものとする。   

◆ 別途決裁ができるのは、他部局に合議が必要な場合のみであり、同じ部局  

内の他の課に合議が必要な場合は、同一の起案用紙で決裁を回すものとする。   

◆ 合議が必要な他の部局と事前に意見の調整をして合議を省略することが  

できるのは、軽微な案件のほか、全部局等多くの部局に関係する案件の場合で  

あり、このような場合は、起案用紙の起案理由の下に「00局とは事前に意見  

調整済である。」等記載するものとする。  

《文書の発議》 （第28条関係）  

◆ 課発議印の主管課の名称及び主管課の略字については、別紙7のとおり。   

◆ 文書を発議する際は、すべて「発」により行うものとする。これまで、公  

文協議への回答、補助金の申請に対する決定等、一部、発議する場合であって  

も「収」を用いていた場合があるが、今後はすべて「発」で統一することとし  

たので、注意すること（「収」は収受した文書にのみ使用。）。   



5．真書の施行関係  

《文書の発送》 （第29条から第31条まで関係）  

◆ 公文班以外において文書を発送する場合は、例えば、時間的に余裕がなく、  

勤務時間外に、直接、主管課において郵便局に持ち込む場合、本省内部部局に  

対する通知等を起案課から発送する場合等が考えられる。こ・の場合においても、  

発送文書台帳への記載は怠らないこと。ただし、当然、公文班の検印は必要な  

い。   

◆ 公印を押印する場合は、公印を押印するための浄書文書とともに決裁済文  

書を公印管理担当者のところへ持参し、決裁済文書の起案用紙の「公印」の欄  

に年月日を記載してもらい、公印管理担当者の押印等を受けるものとする。   

◆ 文書の発送に当たって、発送文書台帳への記載を要するのは、決裁終了後、  

公印及び契印を押印して（省略する場合も含む。）発送する文書のみである。   

◆ 情報公開法に基づく以下の文書については、情報公開法に基づく文書とい  

う観点から一元的に管理する必要があるため（「情報公開事務処理の手引」を  

参照）、発送文書台帳への記載等を要しない。   

① 行政文書開示請求書の補正について（「情報公開事務処理の手引」の標  

準様式第1号の2）   

② 行政文書開示決定通知書（同第2号）   

③ 行政文書不開示決定通知書（同第3号）   

④ 開示決定等の期限の延長について（同第4号）   

⑤ 開示決定等の期限の特例規定の適用について（同第5号）   

⑥ 開示請求に係る事案の移送について（同第6号及び第7号）   

⑦ 行政文書の開示に関する意見について（同第8号及び第9号）   

⑧ 第三者情報が記録されている行政文書の開示決定について（同第11  

号）   

⑨ 開示実施手数料の減額（免除）申請に係る処分決定通知書（同第16号）   

⑲ 開示実施手数料の減額（免除）について（同第16号の2）   

⑪ 情報公開審査会への諮問書（同第17号）   

⑫ 情報公開審査会への諮問について（同第18号） 等   

◆ 複数の部局長等が連名で行う通知等のように施行の主体が複数ある場合  

は、それぞれの発簡番号を施行する当該通知等に併記するものとする。  

《訓令番号》 （第34条及び第35条関係）  

◆ 官報に掲載する訓令の訓令番号は「厚生労働省訓令第○号」であるが、官  

報に掲載しない訓令の訓令番号はこれと区別するため「厚生労働省訓第○号」  

とする。   



《行政文書ファイルの保存場所》（第42条関係）  

◆ 大臣官房総務課の文書庫に立ち入ることを要する場合は、公文班記録係に  

申し出ること。  

《保存ファイルの引継ぎ》 （第43条関係）  

◆ 保存期間が5年を超える文書で、完結後5年を経過したものは、その時点  

で業務上必要とする場合であっても、必ず大臣官房総務課に引き継ぎ、貸出の  

手続により対応するものとする。   

◆ 行政文書ファイルの大臣官房総務課への引継ぎは、毎年4月に公文班記録  

係より各部局に対して指示を行い、6月までに終了するものとする。  

《保存期間満了後の取扱い》 （第47条、第48条及び第51条関係）  

◆ 保存期間満了後の行政文書ファイルについては、①延長保存、②廃棄、③  

国立公文書館への移管のいずれかの措置を講ずるものとし、いずれも当該行故  

文書ファイルの保存期間満了目の属する年度の翌年度の5月末日までに所要  

の手続を終了するものとする。   

◆ 国立公文書館への移管については、以下の閣議決定等に基づいて行うこと  

となり、その手続については、公文班記録係において一括して行うものとする。   

①「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置につ  

いて」（平成13年3月 30日間議決定）（別紙9）   

②「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置につ  

いて」 （平成13年3月30日各府省庁官房長申合せ） （別紙10）   

③「歴史資料として重要な公耳書等の適切な保存のために必要な措置につ  

いて」 （平成13年3月 30日各府省庁文書課長等申合せ） （別紙11）   

◆ 国立公文書館において保存される公文書等の公開については、以下の利用  

規則等に基づいて行われることとなる。   

① 国立公文書館利用規則（昭和47年総理府告示第10号）第3条、第3  

条の2及び別表（別紙12）   

②「公文書等の公開制限及びその解除について」 （平成12年9月26日  
内閣総理大臣官房総務課長決裁）（別紙13）   

◆ 一の行政文書ファイルについて、複数回の延長保存は認められるが、1回  

の延長保存の期間は、最長でも当初の保存期間を超えることはできないものと   



する。   

◆ 当初の保存期間が5年以下の行政文書ファイルであって、延長保存を行う  

ことにより結果として5年を超えて保存することになったものについては、大  

臣官房総務課への引継ぎを要しないものとする。  

旦嘩存期間経過前の廃棄》（第49条）  

◆ 保存期間経過前廃棄行政文書ファイル台帳の「廃棄確認印」の欄には、該  

当する行政文書ファイルを廃棄後、主管課長本人が押印等を行うものとする。  

《貸出手続》（第52条関係）  

◆ 総務課保存ファイルの貸出を受けようとする者（大臣官房総務課の職員も  

含む。 ）は、公文班記録係に申し出るものとする。   

◆ 総務課保存ファイル貸出台帳について、「貸出行政文書ファイル名」の欄  

には、当該行政文書ファイル名のほか、引継元の主管課の名称を記載するもの  

とし、「担当者印」の欄には、公文班記録係が貸出の際に左側の欄に、返却の  

際に右側の欄に押印等を行うものとする。   

◆ 主管課保存ファイルの貸出手続は、当該主管課の職員以外の職員に対する  

貸出の際に要するものとする。   

◆ 主管課保存ファイル貸出台帳の「担当者印」の欄には、当該課の文書管理  

担当者が貸出の際に左側の欄に、返却の際に右側の欄に押印等を行うものとす  

る。  

《施設等機関及び地方支分部局の取扱しり（第67条関係）  

◆ 施設等機関及び地方支分部局については、本省内部部局と組織の規模、業  

務の運営実態等が異なることから、ガイドライン第7にもあるとおり、実情に  

照らして、それぞれの長が本規程に準じて定めるものとする。この場合におい  

て、大臣官房総務課長への協議は、本規程に準ずることを担保するためのもの  

であるので、情報公開文書室の文書管理規程担当者への実質上の協議をもって  

足りることとする。  

8．その   



◆ 総括課及び課の業務をまとめると、別紙14及び15のとおり。   



（別紙3）   

総 情 発 第1号  
平成13年3月1日  

官 房 各 課 長  

内部部局の総括課長  

大臣官房総務課情報公開文書室長  

（公印省略）  

行政文書における作成係、保存期間等の明記について  

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号。  

以下「法」という。））が本年4月1日から施行されるところであるが、行  

政文書（法第2条2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。）の適切な管  

理に資するため、今後、行政文書を作成し、又は取得する場合の取扱いは、  

原則として、下記のとおりとすることとしたので、貴職におかれては、貴部  

局課職員に対する周知徹底を図られたい。   

なお、施設等機関及び地方支分部局に対しては、所管部局課より通知され  

たい。  

記  

第1 行政文書の作成   

1 作成年月日の明記  

保存期間の起算点を明確にするため、作成年月 日を明記することとす  

る。この場合、作成年の表記は、元号によることとする。  

2 部局・課室・係名の明記  

行政文書については、作成した課室において保存することが原則とな   

るため、行政文書を作成した者の属する部局・課室・係名を明記する土   

ととする。また、厚生労働省文書管理規程（平成13年厚生労働省訓第   

21号。以下「文書管理規程」という。）第4条第4項において、原本   

と写しの区別を明確にすることとされているが、これにより、作成係が   

保存しているものが原本、それ以外は写しと明確に区別ができることと   



なる。  

3 保存期間の明記   

行政文書については、文書管理規程第37条の規定に基づき、同規程   

別表第2の行政文書保存期間基準表のうち、当該行政文書が該当する期   

間の保存が必要となるが、適切な保存が行われるよう、当該該当する期   

間（次に掲げる（1）から（7）までのうちのいずれか）を明記することとす   

る。なお、写し（作成係以外が保有している行政文書（原本）以外のも   

の）については、原本とは別に行政文書として保存することもできるが、   

その場合は、原本より短い期間の保存が可能である。   

（1） 30年保存   

（2）10年保存   

（3） 5年保存   

（4） 3年保存   

（5）1年保存   

（6）1年未満保存   

（7） ○年保存（法令により保存期間が定められている場合）  

これにより行政文書に記載された保存期間は、あくまで保存に際して   

の目安であり、実際に保存する場合には、改めて保存期間の確認を行う   

こととする。  

第2 行政文書の取得  

行政文書を取得した場合の取扱いについても、原則として、第1に準ず   

ることと．する。  

第3 例外  

緊急を要する場合、公文書等第1の1から3までを明記することが適当   

でない場合等は、第1及び第2の取扱いは行わないこととする。  

※ 記載例  

平 成 1 3 年 ○ 月 ○ 日  

大臣官房総務課法令審査第2係  

（⊃（＝⊃（＝）⊂⊃ ⊂⊃ 乙こ つ しヽ て   



（別紙4）  

文書管理担当者等一覧   

大臣官房  総務課情報公開文書室長補佐   

部局   課■室   総括文書管理担当者            文書管理担当者等  部局  課・室  文書管理担当者等   
人事貢  庶務係長   総務課（、総括課）  総務係長  

庶務係長  
大  情報公開文書重  公園第1係長  雇用開発課   管理係長 ＿－＿＿…  

臣  
会計課  調整係長  農山寸雇用対 重  農外就業対策係長  

建設・港湾対 室   建設労働係 官  
地方課   総務係長  ‾用保舞課  庶務係長  

厚生科学吉果   庶務係長  房  

庶務係長  
民間帝給調整課  管理係長   

企画課（兼総括課）  局  
統  労働市場センター業務室  庶務係長  

計  
情  庶務係長   

庶務係長 報 部  保健統計重    障害者 雇用対 策部  失業対 室  経理精か係長   社会統計課  ‾‾‾‾‖‾   高齢者雇用乳策課  管理係長   国民生活基礎調査室  指導係長   ‾障害者藩有村常諌‾‾‾‾■  雇用援助係長  

‾用統計課  毎軌第1係長  職 業  
童記室（総括課）  管理係長  特別訓練対策室  構造転換対策係長  

土   
総務課  総務係長  能 力 開  

発  
局   

政 局  圭記室（総括課）  管理係長  
経済課  総務係長  総務係長  総務課  
研究開発振興課   総務係長  雇用均  
童託宣（総括課 

等・児 童家庭  
局  

、庭福止課  総務係長  
健 康  育成環境課   総マ係長  

生活習慣病対策室  調査総務係長        疾病対 課  総務係長  保士課  総務係長  
臓器夕植対 室  指導係長  母子保健課   総務係長  

書記室（総括課）   管理係長  

水道課   総務係長  局   保言課  総務係長  ＼   
堅  会  

援 護  

院 部   
施設整備管理室  整備予算係  外事室  庶務係長  

職員厚生課   総務係長  庶務係 
書記室（総括課）   管理係長  ‥‾‥‖  

諒務係長  局  
医  

庶務係長  

審査管理課  総務係長  障害保 健福祉  
調査総務係長  薬  

部   
局  障愛福祉課  総務係長  

血液対策課  総務係長   

ロ ロロ  
老  

介護保険指導室  指導係長  

健  計画課  総務係長  
都   総務係長   局   
労  老人保健課   総務係長  

働  

基  総務課  庶務係長  
準  
局   国民健康保険課   庶務係長  

労働保険徴収業務室  管理係長  
調査課   

局   
計画課（’、総括課）  管理係長  庶務係長  

童記室（総括青果）  管理係長  
務係 

安全衛 生部            安全課  業務第1係長  年  
化学物質調査課   業務係長  主  査  首席年金数理官  

金  
労災補  企業年金国民年金基金課  庶務係長  

償課   償部   局  
労災保険業務室  管理係長  運用指導課   庶務係長  

企画課（＼、総括課）  管理係長  務係長  

政策評価官  
書人事係長  政策統  

※ 各課・室の文書管理担当者は、原則、庶務担当係長とする。  
※ 職業安定局及び職業能力開発局以外の局の総括課の主任文書管理担当者は、当該局の書記重の庶務担当係長とする。   
※ 職業安定局及び職業能力開発局並びに各部の筆頭課の文書管理担当者は、当該局又は部の総括課としての主任文書管理担当者を兼務する。   
※ 政策統括官付参事官室の文書管理担当者は、給括課とみなされる当該参事官妄の主任文書管理担当者を兼務する。   



（別紙5）   

平成13年1月6日  

情報公開文書室  

組織再編に伴う行政文書の移管について  

○ 組織再編が行われた場合の課等で保存されている行政文書の移管について   

は、以下のとおり取り扱うこととする。  

Ⅰ 情報公開法施行後（平成13年4月1日以降）の場合  

1．行政文書分類基準表（以下「基準表」という。）及び行政文書ファイル管   

理簿（以下「管理簿」という。）の毎年4月の改定について   

（1）基準表  

「大分類」及び「中分類」については、当該行政文書を現在保存してい  

る組織を記載することが必要なため、  

ア 組織再編前に作成し、又は取得した行政文書についてはく 組織再編後  

のものに記載を変更することとする。  

イ 組織再編後に作成し、又は取得した行政文書については、組織再編後  

のものを新たに基準表に記載することとする。  

（2）管理簿   

「大分類」、「中分類」、「保存場所」及び「管理担当課・係」については、   

当該行政文書を現在保存している組織を記載することが必要なため、   

ア 組織再編前に作成し、又は取得した行政文書については、組織再編後  

のものに記載を変更することとする。   

イ 組織再編後に作成し、又は取得した行政文書については、組織再編後  

のものを新たに管理簿に記載することとする。  

2．行政文書の保存について   

組織再編が行われた場合には、当該組織再編の対象となった課等に保存さ   

れていた行政文書については、1．（2）にもあるとおり、組織再編後の課等   



で保存することとする。その際、簿冊の背表紙の記載を変更するかどうかに  

ついては、行政文書の保存に支障を生じないかどうかという観点から、個別  

具体に検討することとする。  

Ⅱ 情報公開法施行前（平成13年1月6日の組織再編時）の場合  

1．情報公開法施行時（平成13年4月1日）の基準表及び管理簿について   

（1）基準表  

「大分類」及び「中分類」については、当該行政文書が現在保存されて  

いる組織を記載することが必要なため、  

ア 組織再編前に作成し、又は取得した行政文書については、組織再編後  

のものに記載を変更することとする。  

イ 組織再編後に作成し、又は取得した行政文書については、組織再編後  

のものを新たに基準表に記載することとする。  

（2）管理簿   

「大分類」、「中分類」、「保存場所」及び「管理担当課・係」については、   

当該行政文書が現在保存されている組織を記載することが必要なこと及び   

本省から地方厚生局への組織再編に係る行政文書ファイルを7つの地方厚   

生局分にそれぞれ分割することは物理的に難しいことから、本省内での組   

織再編、本省から地方厚生局への組織再編並びに地方医務局、地区麻薬取   

締官事務所及び地方社会保険事務局から地方厚生局への組織再編とに区別   

して以下のとおりとする。   

① 本省内での組織再編の場合   

ア 組織再編前に作成し、又は取得した行政文書については、組織再編  

後のものに記載を変更することとする。   

イ 組織再編後に作成し、又は取得した行政文書については、組織再編  

後のものを新たに管理簿に記載することとする。   

② 本省から地方厚生局への組織再編の場合  

ア 組織再編前に作成し、又は取得した行政文書については、引き続き  

本省で保存することとし、組織再編後の地方厚生局の課等とせず、地  

方厚生局長に委任する事務等を監督すべき本省の課等とすることとす  

る。  

イ 組織再編後に作成し、又は取得した行政文書については、組織再編  

後の地方厚生局の課等を新たに管理簿に記載することとする。   



③ 地方医務局、地区麻薬取締官事務所及び地方社会保険事務局から地方   

厚生局への組織再編の場合   

ア 組織再編前に作成し、又は取得した行政文書についてはJ組織再編   

後の地方厚生局の魂等に記載を変更することとする。   

イ 組織再編後に作成し、又は取得した行政文書については、組織再編  

後の地方厚生局の課等を新たに管理簿に記載することとする。  

2．行政文書の保存について  

（1）本省内での組織再編の場合  

平成13年1月6日の組織再編時には、当該組織再編の対象となった課   

等に保存されていた行政文書については、1．（2）①にもあるとおり、組   

織再編後の課等で保存することとする。その際は、簿冊の背表紙について   

も、再編後の組織に合わせて記載することとする。  

（2）本省から地方厚生局への組織再編の場合   

① 組織再編前に作成し、取得した行政文書については、1．（2）②アに  

もあるとおり、地方厚生局長に委任する事務等を監督すべき本省の課等  

で保存することとする。その際は、簿冊の背表紙についても、保存され  

ることとなる本省の壱果等に合わせて記載することとする。   

② 組織再編後に作成し、取得した行政文書については、1．（2）②イに   

もあるとおり、組織再編後の坤方厚生局の課等で保存することとする。  

その際は、簿冊の背表紙についても、保存されることとなる地方厚生局  

の課等に合わせて記載することとする。  

（3）地方医務局、地区麻薬取締官事務所及び地方社会保険事務局から地方厚   

生局への組織再編の場合   

平成13年1月6日の組織再編時には、当該組織再編の対象となった課   

等に保存されていた行政文書については、1．（2）③にもあるとおり、組   

織再編後の地方厚生局の課等で保存することとする。その際は、簿冊の背   

表紙についても、 再編後の組織に合わせて記載することとする。   



（別紙6）  

粛扁瞼  
芸訝屡謬『 璽評  

※公文書等が対象。私信等は収受印の押印及び収受台帳への記載をせずに名あて人へ。   



（別紙7）  

課収受印及び課発議印の主管課の名称   課収受印及び課発議印の主管課の略字   

大臣官房総務課情報公開文書室   総情   

大臣官房総務課広報室 総広   

大臣官房会計課福利厚生室   会福   

統計情報部企画課   統企   

統計情報部情報企画室   統情   
統計情報部人口動態・保億統計課   統人   

統計情報部保健統計課   統保   
統計情報部社会統計課   統社   

統計情報部国民生活基礎調査室   統国   
統計情報部雇用統計課   統雇   
統計情報部賃金福祉統計課   統賃   
医政局総務課   医政総   

医政局指導課   医政指   

医政局医事課   医政医   

医政局言式験免許室   医政試   

医政局歯科保健課   医政歯   
医政局看護課   医政看   
医政局経済課   医政経   

医政局研究開発振興課   医政研   
健康局総務課   健総   

健康局指導調査室   健指   
健康局生活習慣病対策室   健習   
健康局疾病対策課   健疾   

健康局臓器移植対策室   健臓   
健康局結核感染症課   健感   
健康局生活衛生課   健衛   
健康局水道課   健水   
国立病院部企画課   病院企   
国立病院部国立病院・療養所対策室   病院国   
国立病院部政策医療課   病院政   
国立病院部経営指導課   病院経   
国立病院部経営監査指導室  病院監   

国立病院部施設整備管理室   病院施   
国立病院部職員厚生課   病院職   
医薬局総務課   医薬総   
医薬局審査管理課   医薬審   
医薬局化学物質安全対策室   医薬化   
医薬局安全対策課   医薬安   
医薬局監視指導・麻薬対策課   医薬監麻   

医薬局血液対策課   医薬血   
食品保健部企画課   食企   
食品保健部新開発食品保健対策室   食新   
食品保健部検疫所業務管理室   食検   
食品保健部基準課   食基   
食品保健部監視安全課   食監   
労働基準局総務課   基総   
労働基準局監督課   基監   
う削動基準局賃金時間課   基賃時   
労働基準局労働保険徴収課   基微   
労働基準局労働保険徴収業務室   基業   

安全衛生部計画課  基安計   
安全衛生部安全課   基安安   
安全衛生部労働衛生課   基安労   
安全衛生部化学物質調査課   基安化   
労災補償部労災管理課   基労管   

労災補償部補償課   基労補   
労災補償部労災保険業務室   基労保   
勤労者生活部企画課   基勤企   
勤労者生活部勤労者生活課   基勤勤   
職業安定局総務課   職総   

職業安定局雇用政策課   職政   
職業安定局雇用開発課   職開   
職業安定局産業雇用構造調整室   職産  



職業安定局農山村雇用対策室  職農   
職業安定局建設・港湾対策室  職建港   

職業安定局雇用保険課  職保   

職業安定局業務指導課  職業   
職業安定局民間需給調整課  職民   
職業安定局外国人雇用対策課  職外   

職業安定局労働市場センター業務室  職労   

高齢・障害者雇用対策部企画課  職高企   
高齢・障害者雇用対策部失業対策室  職高失   
高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課  職高高   
高齢一障害者雇用対策部障害者雇用対策課  職高障   
職業能力開発局総務課  能総   

職業能力開発局能力開発課  能能   
職業能力開発局特別訓練対策室  能特   
職業能力開発局育成支援課  能育   
職業能力開発局勤労青少年室  能勤   

職業能力  開発局技能振興課   能技   

職業能力開発局海外協力課  能海   
職業能力開発局外国人研修推進室  能外   
雇用均等一児童家庭局総務課  産児総   

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課  雇児雇   
雇用均等・児童家庭居職業家庭両立課 雇児職   
雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課  雇児短   
雇用均等・児童家庭局家庭福祉課  産児福   
雇用均等・児童家庭局育成環境課  雇児育   
雇用均等・児童家庭居保育課  産児保   
雇用均等・児童家庭局母子保健課  雇児母  

葦局総務課   社援総  
隻局保護課   杜撰保  
局地域福祉課   社接地  

隻局福祉基盤課   社援基  
隻局監査指導課   社援監  
局援護企画課   杜撰企  

葉局中国孤児等対策室   社援対  
章局外事室   
局援護課   

杜撰外  
社援援   

社会・援護局審査室  社援審   
社会・援護局業務課  社操業   
障害保健福祉部企画課  障企   
障害保健福祉部国立施設管理室  障国   
障害保健福祉部障害福祉課  障障   
障害保健福祉部精神保健福祉課  障精   
老健局総務課  老総   

老健局介護保険指導室  老指   
老健局介護保険課  老介  

、   

老健局計画課  老計   

老健局振興課  老振   
老健局老人保健課  老老   
保険局総務課  保総   

保険局保険課  保保   

保険局国民健康保険課  保国   

保険局医療課  保医   
保険局調査課  保調   

年金局総務課  年総   

年金局首  席年金数理官   年首   
年金局年金課  年年   
年金局企業年金国民年金基金課  年企   
年金局資金管理課  年資   

年金局運用指導課  年運   
年金局数理課  年数   

政策統括官付参事官  政参   

政策統括官付政策評価官  政評  



（別紙8）  

起 案 用 紙  

厚   生   労   働   省   



※ 大臣官房については、便宜上、すべての課を記載している。   



（別紙14）  

藤棚の薯彦√＝つムt r  

1．総括課とは  

文書管理規程上、総括課として位置付けられるのは、「局」及び「部」の筆頭課   

並びに政策統括官の下に置かれる参事官のうちの1人。   

好 暦厚生省文書穿厚顔窟仁おい丁ぱ、善一訂．宮邸感官＃っ丁いる「局ノの筆虜諾と官ノ房仁置かカ丁いる  

√j部ノの睾虜屠のみ斉√膠好劇とLT位置付／ナ丁いたが、厚二生労必着文書多摩虜窟／ニおい丁ぱ、√局ノ  

仁屋カlカ名√軌の華願古√彪ナ好劇とLT位置付／ナ、以下の貰務善行ラこととLTい石。  

2，業務   

① 文書の受領及び配布   

（1） 大臣官房総務課情報公開文書量公文班より当該部局に係る文書を受領す  

る。その際、大臣等あての文書については、公文班に備え付けられた「省収  

受文書台帳」に押印等を行う。  

好 局仁置カlカるj野仁つい丁ば、こカ夏で公文彪カ■lら文書の安静矛盾好行っ丁いをかったこと筈  

仁かんカでみ、こカからるそカぞカの局の1紛好屠におい乙夢及びj謬仁頗る文書芽一彦LT受厨  
L、その炭、邸／ニ頗る文書芽局の彪チ盾房からj野の‘紛超屠へ慶すこととす石。  

（2） 大臣等あての文書で当該部局に係るものは、「配布文書台帳」に必要事項  

を記載し、当該文書の主管課へ配布する。その際、受領者から「配布文書台  

帳」へ押印等を受ける。  

（3）部局長等あての文書については、開封後、当該文書に「部局等収受印」を  

押し、「部局収受文書台帳」に必要事項を記載し、当該文書の主管課へ配布  

する。その際、受領者から「部局収受文書台帳」へ押印等を受ける。  

好7 √朗筈収受ノ野ノとば、収番家産のための古ので、こカ君でばj謬局仁より行っ丁いる∠ころと  

行っ丁いをいところがあるカ仁今度、文一書夢厚の厨点カ、ら戯■－LT行ラこととす石。具体βク仁  

ば、β付、又■富者号音を当′謬．文書仁‘訝スL、倉廊■ム好運音符たぜ、一体ノ抒を管厚善行ラこと  

とす示．、  

好2 √部局収受．文書倉イ醍ノとば、旧居生首での「塵7有史富合嫁ノのこと。こカ夏でβ虐二生者仁お  
い丁ば‥オ屋■筈あ丁の．文書で当′訝j好局／ニ併石るのとj好局長者あ丁の．文書を√厨有文書倉  

軌仁一膚仁甜Lできたが、文書算哲の粛点から、名あて人／二より厚．訂することとす石。  

（4）課長等あての文書については、当該文書の主管課へ配布する。  

② 文書番号等の管理  

（1）部局長等の名で施行する際の文書番号を管理する。   

（2）部局長等の名で施行する文書について決裁を終えた場合は、その起案用紙  

に部局等発議印を押し、部局発議文書台帳に必要事項を記載する。  

好7 「部局筈男′夢辟ノとば、暦厚生省でる′訂スLて‾いた文■書番号のこと。こカ夏で、√亜ノの字委付   



L乙好行する文書が二男磨／ナらカ名が、今度ば、√〝ノの字ば収受Lた文書多穿摩するため／こ付  

す届こととするため、屠行す名文書／ニぱ、チベ丁／二男ノの宇摩付することとする。  

好ク／瀞眉度彦方言卦阻／とば、ノ好ノ厚二生者ぞの√部局文書番号含修ノのこと。   

（3）部局長等の名で施行する文書について決裁を終え、・当該文書に公印を押し   

たときは、公印管理担当者が起案用紙の公印の欄に、年月日を記載し、押印  

等を行う。  

（注） この業務の対象となるのは公文書等のみで、私信等は部局等収受印の押印及  

び部局収受文書台帳への記載をせずに名あて人へ配布する。   



（別紙15）  

扇ぎの者彦′ニ・＝フムt r  

1．言 とは  

文書管理規定上「課」として位置付けられるのは、厚生労働省組織令の規定によ   

り置かれる「課」及び「室」、「厚生労働省文書管理規程第2条第2項に規定する   

厚生労働省組織規則の規定により本省に置かれる室であって大臣官房総務課長が定   

めるものについて」（平成13年1月12日付け総発第8号大臣官房総務課長通知）   

により定められる「室」並びに政策統括官の下に置かれる参事官及び政策評価官。  

2．課の業務（官房諌を除くJ  

（む 文書の受領   

（1）総括課より当該課に係る文書を受領し、担当者へ配布する。その際、大臣  

等あての文書については「配布文書台帳」に、部局長等あての文書について  

は「部局収受文書台帳」に押印等を行う。  

（2）課長等あての文書については、開封後、当該文書に「課収受印」を押し、  

「課収受文書台帳」へ必要事項を記載する。  

プ好7 ／二穿庇眉辟ノとば、収夢曹屠のための畠ので、これ君でば屠仁より行っ丁い名ところと行っr  

いをいとごろカでぁるが、今炭、文書穿留の厨点カーらj好一Lr行ラこととする。男顔」押仁ば、β  

材、文書番号筈を彗一房．史書／ニー訂スL、台靡■と厨遭を＃たぎ、一体劇を穿屠を行ラこととす  

る。  

好2／1評庇二穿文書台瘡ノとば、ノ野原生者での切達文書倉姐／のこと。  

（彰 文書番号等の管理  

（1）課長等の名で施行する際の文書番号を管理する－。   

（2）課長等の名で施行する文書について決裁を終えた場合は、その起案用紙に  

課発議印を押し、課発議文書台帳に必要事項を記載する。  

邸7 ／常男一彦一軒ノとば、ノ好摩二生者でる一訂人LTいた文書番号のこと。こカ吉で、√〝ノの字を材L  

T慮行する文書カ〔屠二穿／ナら力点が、今度ば、√灰ノの字ば〝．穿Lた又■書を曹摩す名ため／ニ付  

することとデるため、虜■行す名文書仁ば、すべ丁場ノの手首付することとする。  

好2 ／二謬．親藩文書台腐ノとば、ノ好摩二生者での／諾文書番号倉膚ノのこと。   

（3）課長等の名で施行する文書について決裁を終え、当該文書に公印を押した  

ときは、公印管理担当者が起案用紙の公印の欄に、年月日を記載し、押印等  

を行う。  

③ 文書の発送  

（1）大臣等、部局長等及び課長等の名で施行する文書について決裁を終え、発   



送を要する場合は、発送文書台帳に必要事項を記載し、発送文書台帳を添え  

て公文班へ送付する。  

好 上の原靡いば」貯厚生ぎでの原皮いと碧をるところばをいが、．発送文書含好仁必要者事項孝  
一訂廓L、こカを磨jT公文」好へ送付すづのば、庚裁を超克、公邸を押LT「ぎ廊デ名湯合名含  
む。ノ発送する公文書筈のみである。こ力まで、そぅでをいるの夏でこのよぅを厚顔いをLTい石  
虜倉が屠屠／ナら．れるの子音．穿のこと。   

（2）発送を終えた場合は公文班において発送文書台帳に検印して返送するの   

で、当該発送文書台帳を受け取る。  

3．官房課の業務   

「総括課の業務について」の2．①（1）及び（3）（部局収受文書台帳に係るもの   

を除く。）並びに2．②（部局発議文書台帳に係るものを除く。）並びに上記2．   

③を準用する。  

（注） この業務の対象となるのは公文書等のみで、私信等は課収受印の押印及び課  

収受文書台帳への記載をせずに名あて人へ配布する。   
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